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会社別勘定科目体系変更の処理手順 

 

「会社別勘定科目体系」画面での[修正] [削除]ボタンは常に有効となっています。しかしながら、勘

定科目体系の見直しにあたって、変更内容によっては連結精算表等が正しく作成されない場合があるた

め、制限事項がありますので、下記の内容をご確認ください。 

会社別勘定科目の変更に当たっては、当該データを退避後に実施してください。また、変更を行う前

に、弊社コンサルティング担当にご連絡ください。 

 

１．会社別勘定科目体系の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 旧勘定科目の削除について 

①変更した連結会計年度においては、基本的に旧体系をすべて残して新体系を登録してください。 

理由は以下の２点です。なお、旧体系の削除は、会社別勘定科目体系を変更した年度の次年度に

行ってください。 

1)評価差額の台帳及び固定資産未実現損益の台帳は、旧体系から新体系に変更する必要があります。 

2)前期の個別修正仕訳で計上している勘定科目をすべて残すことによって、開始仕訳を正しく計上

できます。 

②連結ＣＦ計算書を作成するために入力する以下のレポーティング・パッケージは、前期末残高につ

いて、変更前の会社別勘定科目コードで計上されています。増減の内訳を正しく入力できるように

変更後の会社別勘定科目コードに残高を転記し、変更前の会社別勘定科目コードの期首残高を０に

するなどの対応が考えられます。 

1)「3137 現金及び現金同等物」 

2)「3139 経過勘定内訳明細」 

3)「3140 総額勘定内訳明細」 

4)「3141 経過勘定内訳明細(連結)」 

5)「3142 総額勘定内訳明細(連結)」 
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③個別財務諸表の貸借対照表の純資産の部の勘定科目及び株主資本等変動計算書の勘定科目は、変更

しないでください。個別財務諸表の貸借対照表の純資産の部の勘定科目コード及び株主資本等変動

計算書の勘定科目コードが、新しい会社別勘定科目体系で別科目の会社別勘定科目コードで使われ

ている場合は、新しい会社別勘定科目体系の会社別勘定科目コードの変更をご検討ください。 

 

(2) 会社別勘定科目の連結勘定科目との関連付け変更について 

変更後の会社別勘定科目コードに変更前の会社別勘定科目コードと同一コードを設定する場合に

は、次の制限があります。 

①「3135 購入固定資産等明細」の資産科目及び資産計上科目 

前期以前に売買した資産の資産科目及び資産計上科目は、連結勘定科目との関連付けを変更でき

ません。 

 

②「3124 時価評価した資産負債明細」の勘定科目 

前期以前に時価評価した資産の勘定科目コードは、連結勘定科目との関連付けを変更できません。 

 

①②については、後述する別「４．台帳の修正」で新しい会社別勘定科目体系での該当する資産

の勘定科目に変更してください。 

 

③個別修正仕訳 

年次繰越前のデータで入力した仕訳で使用している会社別勘定科目は、開始仕訳の生成で使用す

るため変更できません。 

ただし、PL 科目・株主資本等変動計算書の変動科目は、関連付けを他の PL 科目・株主資本等変

動計算書の変動科目にのみ変更できます。 

 

上記①～③に該当しない場合のみ、関連付けを変更できます。(＝変更後の会社別勘定科目として利

用できます。) 

 

④関連付けを変更した場合のその他の注意 

1)「3111 個別財務諸表」の前期の表示は、当該データの会社別勘定科目をもとに表示しているた

め、正しく表示できません。 

2)連結ＣＦ計算書を作成するために入力するレポーティング・パッケージにおいて、関連付けを変

更した会社別勘定科目の前期末残高は、変更後の会社別勘定科目コードの期首残高に入力してく

ださい。 

3)「4218 個別 CF 計算書精算表」の前期末比較 BS を前期の会社別勘定科目体系で集計できないた

め、会社別 CF計算書を作成できません。 
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２．個別修正仕訳 

当期に入力した仕訳は、会社別勘定科目コードを変更してください。 
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３．レポーティング・パッケージの入力 

(1) 処理期間末日の残高を入力するレポーティング・パッケージ 

以下のレポーティング・パッケージでは、入力の初期値として旧科目体系の会社別勘定科目が表示

されます。変更してください。 

①3126 債権・債務明細 

②3128 取引高明細 

③3133 購入棚卸資産期末残高明細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価差額修正仕訳を計上するためのレポーティング・パッケージ 

当処理期間に時価評価した資産の会社別勘定科目コードは、「3124 時価評価した資産負債明細」で

修正してください。 
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(3) 固定資産未実現損益消去するためのレポーティング・パッケージ 

当処理期間に売買した資産の会社別勘定科目コードは、「3135 購入固定資産等明細」及び「3136 売

却固定資産等明細」で修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．台帳の修正 

(1) 「6119 評価差額の確認」 

過年度に時価評価した資産の会社別勘定科目コードは、当メニューで修正してください。 
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(2) 「6147 固定資産未実現損益の確認」 

過年度に売買した資産の会社別勘定科目は、当メニューで修正してください。 
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５．個別修正仕訳の開始仕訳の調整 

(1) 積上法で計上している開始仕訳について 

貸借対照表科目は削除できないため、いったん、振り戻したうえで、再度新しい科目で計上する

必要があります。 

例 (A) 利益剰余金期首残高 ／ 減価償却累計額１   10,000 ⇒開始仕訳 

(B) 減価償却累計額１  ／ 利益剰余金増減１   10,000 ⇒取り消す仕訳を入力 

(C) 利益剰余金増減１  ／ 減価償却累計額２   10,000 ⇒新しい BS 科目で計上 

 

年次繰越 開始仕訳を計上 

(A) 利益剰余金期首残高 ／ 減価償却累計額１   10,000 

(B) 減価償却累計額１  ／ 利益剰余金期首残高  10,000 

⇒開始仕訳の相殺で、(A)(B)を相殺します。 

 

(C) 利益剰余金期首残高 ／ 減価償却累計額２   10,000 

⇒以降、新しい勘定科目体系で開始仕訳(C)のみが計上されます。この年度において、上記「減価

償却累計額１」を削除してください。 

 

(2) 在外会社(報告通貨が親会社通貨と異なる会社)において、洗替法で計上している開始仕訳について 

換算レートの相違で、開始仕訳と振戻仕訳が、翌期以降も前期の開始仕訳として残るため、(1)の処

理が必要です。 

 

(3) 国内会社(報告通貨が親会社通貨と同じ会社)において、洗替法で計上している開始仕訳について 

「1218 開始仕訳(個別修正仕訳・補正仕訳)の生成方法」で、「「洗替法」で自動生成した開始仕訳 

及び振戻仕訳の繰越処理(個別修正仕訳・補正仕訳)」の区分を「開始仕訳及び振戻仕訳を消去しない」

にしている場合は、(1)の処理が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


